
区内福祉関連事業所一覧

施設数については、障がい福祉サービス提供事業所情報等に基づくものであり、複数の事業を行っている事業所があるため、事業所数は延べ数にてカウントしている。

なお、下記は令和２年４月時点の事業数とする。

（１）日中活動系サービス

№ サービス種別 事業所数 内容

1 生活介護 14 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作的活動・生産活動の機会を提供する。

2 就労継続支援（Ａ型） 3
一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力向上に必要な訓練を行う。

（雇用契約あり）

3 就労継続支援（Ｂ型） 32
一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力向上に必要な訓練を行う。

（雇用契約なし）

4 就労移行支援 10 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を行う。

5 就労定着支援 6 障がい者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関連機関等との連絡調整や課題解決に向けて必要となる支援を行う。

6 自立訓練 7
理学療法や作業療法などのリハビリテーション等により、身体障がい者等の身体機能の維持・向上を図る。

日常生活に必要な訓練、相談及び助言等を行い、知的障がい者・精神障がい者の生活能力の維持・向上を図る。

7 地域活動支援センター 6 通所により、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、障がい者の地域生活支援の促進を図る。

8 日中一時支援 4 障がい者（児）の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援及び一時的な休息を図る。

（２）居住系サービス・短期入所

№ サービス種別 事業所数 内容

1 短期入所 8 自宅で介護をする人が病気の場合等に、施設で短期間、夜間を含め、入浴・排せつ・食事などの介護を行う。

2 施設入所支援 2 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事等の介護等を行う。

3 グループホーム 59 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う。

4 赤塚ホーム（赤塚福祉園内） 1 在宅の障がい児・者を緊急時に一時的に保護する。

5 宿泊型自立訓練 1 知的又は精神障がいのある方に、家事などの日常生活能力を向上させるための訓練や相談・助言・その他の必要な支援を行う。



（３）訪問系サービス

№ サービス種別 事業所数 内容

1 居宅介護 133 自宅で入浴・排せつ・食事等の介護を行う。（身体介護・家事援助等）

2 重度訪問介護 117 重度の肢体不自由者、その他の障がいで常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴・排せつ・食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行う。

3 同行援護 46 視覚障がいにより、異動に著しい困難がある方に、外出先において必要な視覚的情報の支援、排せつ、食事等の介護を行う。

4 行動援護 6 知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難があり、常時介護が必要な方に、行動に必要な援助や外出時の移動支援を行う。

5 自立生活援助 3
障がい者支援施設やグループホーム等を利用していた障がい者で一人暮らしを希望する方に対し、一定期間、定期的な巡回訪問や随時の対応により、本人意思を尊重

した地域生活を支援する。

6 移動支援 135 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のために外出する際の移動の支援を行う。

（４）相談支援

№ サービス種別 事業所数 内容

1 区立障がい者福祉センター 1
障がいのある方々に対し、相談支援・機能訓練・各種サービスの提供等を行うことにより、社会活動への参加及び自立を促進し、福祉の向上を図る。（障がい者虐待

防止センター・基幹相談支援センター含む）

2 計画相談支援 38 障がい者等からの相談に応じ、サービス等利用計画の作成、サービス等の利用状況の検証等を行う。

3 地域移行支援 6 障がい者支援施設等の入所者、精神科病院の入院患者に対し、住居の確保、その他地域における生活に移行するための活動に関する相談や必要な支援を行う。

4 地域定着支援 6 居宅において単身等で生活する障がい者につき、常時連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。

5
障がい者就労支援センター

（ハート・ワーク）
1 適性と能力に応じた職業に就き、能力を発揮して、障がいのない人々とともに社会経済活動に参加できるよう、職業生活の自立支援を就労面と生活面から支援する。

（５）児童系サービス

№ サービス種別 事業所数 内容

1 障害児相談支援 24 障がい児に関する相談に応じ、サービス等利用計画の作成、サービス等の利用状況の検証等を行う。

2 児童発達支援センター 2
障がいがある乳幼児に対し、障がい特性に応じた療育を行う通所支援のほか、身近な地域の障がい児支援の拠点として、地域にいる障がい児や家族への相談支援、関

係機関への支援や連携を行う地域支援を行う。

3 児童発達支援 10 障がいがある未就学児に、日常生活における基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。

4 放課後等デイサービス 31 授業終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練、社会との交流の促進等を行う。

5 保育所等訪問支援 1 保育所・乳児院・児童養護施設等を訪問し、障がい児に対し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う。


